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１．調査の対象は、道路法が適用される高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道である。 

 

２．令和 6年 3月 31日現在の数値である。 

ただし、東日本大震災の影響により、福島県の市町村道の一部は最新データになっていない部分があ

る。 

   

３．延長の単位は、メートルである。 

 

４．1976年版（内容：昭和 50年度当初）以前の統計年報では、道路橋の全数を計上していたが、1977年

版（内容：昭和 51年度当初）から、橋長 15メートル以上の橋梁について計上している。 

  

５．橋梁が二つの都道府県及び政令指定市にまたがる場合は、当該橋梁を管理する都道府県（指定市）

に、両都道府県（指定市）で管理する場合は、協議によりいずれか一方の都道府県（指定市）に、また、

２都道府県（指定市）以上にわたって管理区域を有する場合の橋梁については、橋長の長い方の都道府

県（指定市）に計上している。 

 

６．用語の説明 

(1)「橋梁」は、橋長 15メートル以上の道路橋（高架の道路橋及び桟道橋を含む。）である。 

(2)「長大橋」は、橋長 100メートル以上、「中小橋」は、100メートル未満のものである。 

(3)「交通不能」は、幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載量４トンの普通貨物自

動車が通行できない区間である。 

(4)「通行制限」は、道路法第 47条の規定により通行荷重等の制限を設けている区間である。 

(5)「安全」は、(3)（4）以外の区間である。 

 

 


